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●目的 

令和２年２月５日（水）逗子市池子２丁目地内にて発生した土砂崩れに伴い、逗子市道の主

要な道路に接する土砂災害警戒区域（イエローゾーン）及び市立小・中学校用地に接する斜面

地を職員が目視により調査し、法面状態を把握するものです。 

●調査日 

令和２年２月 20 日（木）～３月 24 日（火） 

●調査概要 

技術職員が２人１組で目視により調査しました。 

●調査結果 

〇逗子市道 

イエローゾーンの要再調査箇所が 24 箇所に対し、要対策箇所数が 17 箇所でした。 

  〇市立小・中学校 

   要再調査箇所が６箇所に対し、要対策箇所数が２箇所でした。 

    

要対策箇所の民有地につきましては、土地所有者に対し適正な維持管理のお願いをしてい

きます。また、市有地につきましては、対策を検討していきます。 
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逗子市道の主要な道路に接する土砂災害警戒区域（イエローゾーン）及び 

市立小・中学校用地に接する斜面地の緊急調査の再調査結果について 

本件に関するお問い合わせ先 

〇逗子市道 

環境都市部都市整備課 須田・津田 

電話：046-873-1111 内線 453・476 

〇市立小・中学校 

教育部教育総務課 佐藤・須田 

電話：046-873-1111 内線 506・511 


